
品川区認可外保育施設保育料助成金交付要綱 

 

制定 令和６年６月１０日 区長決定 要綱第 272 号 
（目的） 

第１条 この要綱は、認可外保育施設に在籍する児童の保護者（以下「保護者」とい

う。）に対して助成金を交付することにより、認可外保育施設の利用者の負担の軽減

を図り、もって安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため、必要

な事項を定めることを目的とする。 
（認可外保育施設） 

第２条 この要綱における認可外保育施設とは、次のいずれかに該当する施設をいう。 
(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第９項から第１２項までに

規定する業務または同法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であって、

同法第３４条の１５第２項もしくは同法第３５条第４項の認可または就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７

７号）第１７条第１項の認可を受けていないもので、次に掲げる要件をすべて満た

す認可外保育施設（公立施設を除く。） 
ア 児童福祉法第５９条の２に基づき、都道府県知事に届け出ていること。 
イ 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」（平成１３年３月２９日

雇児発第１７７号雇用均等・児童家庭局長通知）に基づく認可外保育施設指導

監督基準を満たしている旨の証明書が発行されていること。 
(2) 東京都認証保育所事業実施要綱（平成１３年５月７日１２福子推第１１５７号）

に基づく認証保育所  

(3) 第１号に規定する施設のうち公立施設 
（助成対象者） 

第３条 助成の対象者は、児童が前条第１号または第２号の認可外保育施設に在籍し

ている場合は、第１号および第２号の要件を満たす保護者とし、児童が前条第３号の

認可外保育施設に在籍している場合は、次に掲げる要件を全て満たす保護者とする。 
(1) 認可外保育施設に在籍している児童およびその保護者が、毎月１日の時点で品

川区の住民基本台帳に登録されていること。 

(2) 保護者および一つの認可外保育施設が、１２０時間以上の保育を行う月極め契

約を締結し、児童が毎月１日時点において当該認可外保育施設に在籍しているこ

と。 

(3) 当該児童が課税世帯に属する第２子以降であり、満３歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者であること。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、品川区外の住民基本台帳に登録されている者で

あって、配偶者等からの暴力等を理由に品川区に居所を移しているものについては、

同号に掲げる要件に該当する者とみなす。 

３ 前２項の要件によらず、次のいずれかに該当する者については、助成対象者とは

しない。 



 (1) 特定子ども・子育て支援法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設ま

たは同法第２９条第３項に規定する特定地域型保育事業所に在籍する児童の保護者 

(2) 品川区立幼稚園条例（昭和４１年品川区条例第３１号）別表第１に定める幼

稚園に在籍している児童の保護者 

(3) 品川区私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金交付要綱（昭和６１年品川区

要綱第２２号）に基づく補助金の交付を受けている者 

（助成金額） 
第４条 助成金の月額は、別表に定める助成上限額と、認可外保育施設の利用料から

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１の規定に基づき

支給される施設等利用費を除いた額を比較し、いずれか少ない額とし、予算の範囲

内において助成するものとする。 
（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする保護者（以下「申請者」という。）は、区長に

対して、品川区認可外保育施設保育料助成金交付申請書（第１号様式。以下「申請

書」という。）を区長が別に定める日までに提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は品川区電子申請サービスを使用して助成金の申

請を行わせることができる。 

（調査） 

第６条 区長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、申請者の児童

が在籍している認可外保育施設に対して、審査に必要な書類の提出を求めることと

する。 

（助成金の交付決定） 
第７条 区長は、申請書および前条の規定により提出を受けた書類等に基づき、助成

金の交付の可否を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは品川区認可外保

育施設保育料助成金交付決定通知書（第２号様式）により、助成金を交付すべきも

のと認められないときは品川区認可外保育施設保育料助成金不交付決定通知書（第

３号様式）により申請者に通知する。 
２ 助成金の交付は、口座振替により行うものとする。 
（交付決定の取消しおよび助成金の返還） 

第８条 区長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の

交付申請を行ったときは、交付決定の全部または一部を取り消し、品川区認可外保

育施設保育料助成金交付決定取消通知書（第４号様式）により保護者に通知するも

のとする。 
２ 区長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に

関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて品川区認可外保育施設保

育料助成金返還命令通知書（第５号様式）によりその返還を命じるものとする。 
（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども未来部長が別に定める。 

  



別表（第４条関係）                               

認可外保育施設の区分 支給要件（児童の年齢、課税状況等） 
助成上限額 

（月額） 

第２条第１号または第

２号に規定する認可外

保育施設 

満３歳に達す

る日以後の最

初の３月３１

日までのもの 

(０～２歳児) 

住民税課税世

帯または保育

の必要性を有

しない住民税

非課税のもの 

第１子 ４０，０００円 

第２子

以降 
６７，０００円 

保育の必要性を有する

住民税非課税世帯 
２５，０００円 

満３歳に達する日以後の最初の３月３１

日を経過したもの 

(３～５歳児) 

２０，０００円 

第２条第３号に規定

する認可外保育施設 

満３歳に達す

る日以後の最

初の３月３１

日までのもの 

(０～２歳児) 

住民税課税世帯 
第２子

以降 
１３，０００円 

備考 

１ 「保育の必要性を有する」とは、区長に子ども・子育て支援法第２０条第１項

または同法第３０条の５第 1 項の規定に基づく申請を行い、認定されたことを

いう。 

２ 「第１子」とは、保護者と生計を一にする者のうち、最年長の児童であると区

長が認めるものをいう。この場合において、同一の家屋に起居しているときに

は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計

を一にする」ものとして取扱う。また、勤務、修学、療養等の都合上別居してい

る場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常

に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」

ものとして取り扱う。 

３ 「第２子以降」とは、保護者と生計を一にする者のうち、最年長の子から数え

て２人目以降の児童であると区長が認めるものをいう。 

 

 付 則 

  （適用日） 

 １ この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 



  （経過措置） 

２ 区長は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間に、品川区認証保

育所保育料助成金交付要綱（平成２０年品川区要綱第７１号）または品川区認可

外保育施設保育料助成金交付要綱（平成２９年品川区要綱第７８号）（以下これら

を「旧要綱」という。）に基づく助成金の交付を受けていた者について、この要綱

に基づき算定する助成金の交付額が旧要綱に基づき算定した助成金の交付額より

も少ない場合は、当分の間、この要綱の規定にかかわらず、旧要綱に基づき算定

した額の助成金を交付する。 



第 1号様式（第５条関係） 

年  月  日 

年度 品川区認可外保育施設保育料助成金交付申請書 

 

品川区長あて 

 

品川区認可外保育施設保育料助成金の交付を申請します。助成金は下記口座に振り込んでく

ださい。交付決定がされた場合においては、当該交付決定額を請求します。 
（同意・確認事項）次の事項について同意または確認します。 
１ 保護者および児童の住民登録、児童の多子区分について、区で管理する公簿等を確認すること。 
２ 世帯の課税情報について、区で管理する公簿等を確認すること。 
３ 児童が入所している認可外保育施設に対して、毎月の在籍・保育料支払状況を確認すること。 
４ 世帯の子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 30 条の 11に規定する施設等利用費の支

給の状況を確認すること。 
５ 退所後に再入園または他の認可外保育施設に入所した場合や、きょうだいが入所する場合、あるい

は新年度になったときには、改めて申請が必要であること。 
 

１ 申請者兼口座名義人（※保護者のみ申請できます） 

氏名 
 

（※使用する振込先口座の名義人を申請者としてください） 

フリガナ 
 

（※通帳の記載どおりにご記入ください） 

住所  

電話番号    -   -    (続柄：  )※日中連絡がつく番号をご記入ください 

金融機関名 
□銀行 □信用金庫 

□信用組合 □農協 

支店名 □支店・□出張所 

預金種別 普通 口座番号        

 

２ 対象児童 

フリガナ  

氏名 
 

生年月日 年    月    日 

児童区分 □第１子  □第２子以降 

認可外保育施設 

名称および住所 

（名称） 

（住所） 

入所日 
年    月    日 

※入所日が当該月の初日でない月は、助成対象外となります。（翌月分より助成を開始します） 

指導監督基準を満た

す旨の証明書の有無 

□有 

□無 ※「無」の場合、助成対象外です。 

※証明書の有無についての確認方法は区のホームページを参照してください。 

１２０時間以上の保

育を行う月極め契約

の有無 

□有（月極    時間の契約） 

□無 ※「無」の場合、助成対象外です。 

 



第２号様式（第７条関係）

    第          号

年　　月　　日

〒

様

【第  期】

１　対象児童氏名

２　年齢

３　交付決定金額

（内訳）

交付月 ４月 ５月 ６月 合計

金額

交付月 ７月 ８月 ９月

金額

交付月 １０月 １１月 １２月

金額

交付月 １月 ２月 ３月

金額

４　支払予定日

　品川区長　　　　　　　　印                       　

　　　　年度品川区認可外保育施設保育料助成金について、下記のとおり交付するこ
とと決定したので、品川区認可外保育施設保育料助成金交付要綱第７条第１項の規定
に基づき通知します。

品川区認可外保育施設保育料助成金交付決定通知書



第３号様式（第７条関係）

【第　期】

１　対象児童氏名

２　年齢

３　不交付理由不交付理由

　月分

　月分

　月分

第 号

年 月 日

　　　　　　　　様

品川区長　          　　　　印

　先に申請のありました　　　　　年度品川区認可外保育施設保育料助成金の交付につ
いて審査した結果、品川区認可外保育施設保育料助成金交付要綱第７条第１項の規定に
基づき、助成金を交付しないことと決定したので通知します。

品川区認可外保育施設保育料助成金不交付決定通知書



第４号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

 

品川区長      印 

 

 

品川区認可外保育施設保育料助成金交付決定取消通知書 

 

 

      年  月  日付    第   号で通知しました品川区認可

外保育施設保育料助成金の交付決定について、品川区認可外保育施設保育料

助成金交付要綱第８条第１項の規定に基づき下記のとおり取り消したので通

知します。 

 

記 

 

１ 取消しの範囲 

 

 

２ 取消の理由                  

 

 

３ 交付決定取消額              円 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

品川区長      印 

 

 

品川区認可外保育施設保育料助成金返還命令通知書 

 

     年  月  日付    第   号で通知しました品川区認可外保育施設保育

料助成金の交付決定について、品川区認可外保育施設保育料助成金交付要綱第８条第１項の規

定に基づき下記のとおり取り消したので通知します。 

この取消しに係る部分について、品川区認可外保育施設保育料助成金交付要綱第８条第２項

の規定に基づき既に交付されている補助金の返還を下記のとおり命じます。 

 

記 

 

１ 取消しの範囲 
 
 
２ 理由 
 
 
３ 返還する金額            円 
 
 
４ 返還期日        年  月  日 

 


